
京都市上下水道局告示第５０号 

京都市指定下水道工事業者規程第６条に基づき京都市指定下水道工事業者として指

定し，同規程第７条第１項の規定に基づき京都市指定下水道工事業者の指定を取り消

しましたので，同規程第３１条第１号及び第２号の規定に基づき告示します。 

平成３０年 １月２６日 

京都市公営企業管理者 

上下水道局長 山添 洋司 

 

１ 新規指定業者 

  指定業者名 

   京都市左京区一乗寺築田町３５番地５ 木ノ本ハイツ１０１号室 

   株式会社 酒井工業 

   代表取締役 酒井 悟志 

  指定期間 

   平成３０年 １月２６日から平成３０年 ３月３１日 

２ 指定取消業者 

  廃止届出業者名 

   京都市左京区修学院登リ内町８番地 

   有限会社 酒井工業 

代表取締役 酒井 悟志 

  廃止届出年月日 

   平成３０年 １月 ５日 

 

（上下水道局下水道部管理課） 


